
障害者控除対象者認定書の申請について
宜野湾市介護長寿課では、障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）を持っていない６５歳以上の要介護・要支援認定者からの申請に対し、一定の要件に該当する方を障害者に準ずるものとして、「障害者控除対象者認定書」を交付します。（市県民税等の申告の際、この認定書を提示することにより、障害者控除を受けられる場合があります。）
○　対象（総合事業対象者は該当しません）
　税控除を必要とする年度の前年の１２月３１日時点（死亡されている方に関しては死亡日時点）に、要介護・要支援認定を受けている方で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていない６５歳以上の要介護等認定者。
※この認定書は市県民税・所得税の控除を受けるためのものであり、障害者手帳の代わりとなるものではありませんので、ご注意ください。
○　控除の区分

　①障害者控除（認定情報の内容において、障害高齢者
自立度がA又は認知症高齢者自立度がⅡ）。

　②特別障害者控除（認定情報の内容において、障害高齢者自立度がB、C又は認知症高齢者自立度がⅢ、Ⅳ、M）。

○　申請方法

　介護長寿課窓口に介護保険被保険者証と窓口に来られる方の印鑑を持参し、本人又は家族の方で申請してください。(家族の方が申請される場合には、本人の同意書が必要となります。なお、申請は毎年度必要となります。)

☆詳しいお問い合わせは・・・　　　　





宜野湾市役所　介護長寿課　認定給付係　


( 098-893-4411（内4151、4153）











